
国立大学法人東京医科歯科大学一般職職員人事評価規則 

 

                                                      平成２５年７月２６日 

                                                      規 則 第 ８ １ 号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則（平成１６年規程第２

号。）第３５条及び国立大学法人東京医科歯科大学職員人事評価規則（平成２１年規則

第２３号。）第１条の規定に基づき、本学における一般職本給表の適用を受ける職員の

人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の勤務実績、職務遂行能力

等を適正に評価し、その結果を人材の育成、適材適所の人事配置、人事面での処遇等に

反映し、もって勤務意欲の向上、職場の活性化を図るとともに、活力ある大学作りに資

することを目的とする。 

 

（適用除外） 

第２条 この規則の規定は、非常勤職員については、適用しない。 

  

（実施権者） 

第３条 職員の人事評価は、学長が実施するものとする。 

 

（人事評価の実施） 

第４条 人事評価の種類は、「評価Ⅰ：評価期間内における業務遂行にあたっての意識・

態度・実績に関する評価」（以下「評価Ⅰ」という。）、「評価Ⅱ：評価期間内におけ

る特に評価すべき事項」（以下「評価Ⅱ」という。）及び「総合評価」とする。 

２ 人事評価の評価期間は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの期間とする。 

３ 人事評価の記録は、人事評価記録書（以下「記録書」という。）として職員ごとに作

成するものとし、様式については国立大学法人東京医科歯科大学一般職職員人事評価実

施要領（平成２５年７月２６日制定。以下「実施要領」という。）に定める。 

４ 第６条に定める特別評価を受けた者が、次に受けるべき人事評価については、別に定

める。 

 

（人事評価の評語） 

第５条 人事評価を行うに当たっては、「６、５、４、３、２、１」の評語を用いるもの

とする。 

 

（特別評価の実施） 

第６条 特別評価は、「評価Ⅰ」のみ実施する。 

２ 特別評価の評価期間は、採用日から試用期間中の５ヶ月間とし、試用期間内に特別評

価を実施する。 

３ 特別評価の結果が不可であった者の記録は、特別人事評価記録書（以下「特別記録書」

という。）として職員ごとに作成するものとし、様式については「実施要領」に定める。 

４ 採用における特別評価の結果が不可であった者は、「国立大学法人東京医科歯科大学

就業規則」（以下「就業規則」という。）第８条第２項、第３項に定める正規の職員と

することが不適当と認める者とする。 



 

（特別評価の評語） 

第７条 特別評価を行うに当たっては、次の表に定める評語を用いるものとする。 

評 語 評 価 

可 「不可」には該当しない状態である 

不可 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に

必要な能力発揮状態でない 

 

（人事評価の実施方法） 

第８条 人事評価（総合評価を除く。以下、この条において同じ。）の手続きは、評価、

調整（１次、最終）及び確認とし、実施要領に従い記録書に記載することにより行う。 

２ 評価は、被評価者による自己評価及び実施要領に定める評価者による上司評価により

実施する。 

３ 調整は、評価について不均衡があると認める場合に行う。 

４ 前項の調整は、調整者が自ら評価する方法により行う。ただし、調整者が評価者に再

評価を行わせる方法によることもできる。 

５ 確認は、学長が評価又は調整について審査し、適当と認める場合に行う。 

６ 学長は、調整者による調整が適当でないと認める場合又は第１４条に規定する苦情処

理の結果、評価結果が妥当でないと判断された場合には、最終調整者に再調整（最終調

整者がない場合は、評価者に再評価）を行わせる。 

７ 学長は、特に必要があると認める場合には、第２項から第３項までの規定にかかわら

ず、評価者又は調整者を変更することができる。 

８ 国立大学法人東京医科歯科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則（平成１６年規

則第４３号）第２条第２項に規定する職員以外の職員の第１項に規定する人事評価の手

続きについては、第１項の規定にかかわらず、評価及び調整とすることができる。 

９ 総合評価は、学長が評価Ⅰと評価Ⅱを総合して評価し、実施要領に従い記録書に記載

することにより行う。 

１０ 学長は、必要と認める場合、調整者に意見を求め、理由を付した上で、評価の調整

を行うことができる。 

 

（特別評価の実施方法） 

第９条 特別評価の評価及び調整は、この規則及び実施要領に定められた人事評価と同じ

者が行う。 

２ 特別評価に関する具体的な手順については、前項のほか、別に定める。 

３ 学長は、必要と認める場合、調整者に意見を求め、理由を付した上で、特別評価の調

整を行うことができる。 

 

（面談） 

第１０条 評価者は、学長の確認が行われた後、期首面談等において、被評価者の主体

的な能力開発、業務遂行等の取組を促す等の観点から、被評価者に対して前期評価結

果に即した指導、助言を行うものとする。 

２ 前項により指導、助言を行う場合には、評価者は、被評価者の評価結果の開示に関

する意思の確認を行った上で、開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の評語又

は記録書を当該被評価者に開示することができる。ただし、評語が２及び１の場合に

は、当該評語を開示しなければならない。 



３ 評価者は、期首面談において、当該評価期間において被評価者が果たすべき業務・

役割の確認を被評価者と行うものとする。 

４ 被評価者が、評価期間終了後で期首面談実施前に異動する場合には、第１項及び第

２項については異動前の評価者が行い、第３項については異動後の評価者が行うもの

とする。 

５ 評価者は、４月～６月の間に中間面談を行い、第３項の期首面談において確認した

業務・役割の進捗状況の確認並びに当該進捗状況に即した指導及び助言を行うものと

する。 

６ 評価者、調整者及び学長は、人事評価を行うにあたって必要と認めるときは、第１

項から前項までに規定する面談の時期以外に、被評価者に面談を行うことができる。 

７ 評価者は、面談において、被評価者に対して、必要に応じて評価Ⅱに関する目標の

設定及び設定した目標の修正を課すことができる。 

８ 評価者は、直近の評価の評語が２の被評価者又は評価者が特に必要があると判断する

被評価者の面談を行う場合には、次条に定める補助者等を同席させるとともに、面談の

内容を詳細に記録し、当該記録を総務部人事企画課に提出しなければならない。 

 

（補助者） 

第１１条 評価者又は調整者はそれぞれ複数又は１名の補助者を置くことができる。 

２ 補助者には、評価者又は調整者の部下から被評価者の上司等を選ぶものとする。ただ

し、統合教育機構教養事務室以外の部署に所属する被評価者の通常の勤務場所が国府台

地区である場合、統合教育機構教養事務室の職員を補助者に選ぶことができる。 

３ 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供や

目標設定の補助等を行うことができる。 

４ 補助者は、原則として、記録書に評語等を記載することはできない。ただし、人事企

画課長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場合に

限り、記録書に評語等を仮記載し評価者へ提示することができる。 

５ 補助者は、原則として、前条に規定する面談を主催することはできない。ただし、人

事企画課長がやむを得ないと判断した場合で、評価者又は調整者からの指示があった場

合に限り、評語が２及び１の被評価者又は評価者が自ら面談を行う必要があると判断す

る被評価者を除き面談を主催することができる。 

６ 補助者が面談を主催する場合には、必ず事前に被評価者にその旨を周知することとす

る。また、補助者は、面談終了後には必ず評価者へ報告を行うものとする。 

７ 補助者は、記録書の仮記載又は前条に規定する面談を主催する場合には、本規則及び

実施要領の規定を遵守して行うものとする。 

 

（意見の聴取） 

第１２条 評価者、調整者及び学長は、人事評価を行うにあたって必要と認めるときは、

補助者の他に、評価者の前任者など被評価者の勤務の実態を十分に承知している者の意

見を聞くことができる。 

 

（記録書の非公開） 

第１３条 記録書は、第１０条に規定する面談の場合を除き、非公開とする。 

 

（苦情の処理） 

第１４条 被評価者は、国立大学法人東京医科歯科大学職員からの苦情相談に関する規則



（平成１６年規則第４１号）に基づき、苦情相談部に対し、人事評価に関する苦情相談

を行うことができる。 

２ 前項の苦情相談があった場合は、苦情相談部は速やかにその苦情内容について調査を

行い、別に定める職員人事評価苦情対応要領（平成２１年３月３１日制定）に基づき、

適正かつ必要な措置を講じなければならない。 

 

（雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学長が

別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月１２日規則第１７３号） 

１ この規則は、平成２８年１２月１日から施行し、平成２８年８月１日から適用する。 

２ 第６条に定める特別評価の実施については、平成２８年１２月１日以降の採用とな

った者から適用をする。 

附 則（平成２９年３月１３日規則第３０号） 

１ この規則は、平成２９年３月１３日から施行し、平成２８年８月１日から適用する。 

２ 平成２９年９月で終了する評価期間後に最初に実施する人事評価については、第４

条第２項にある「人事評価の評価期間は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの

期間とする。」を「平成２８年８月１日から平成２９年９月３０日までの１年２ヶ月の

評価を実施する。」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２９年６月２１日規則第９４号） 

この規則は、平成２９年６月２１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年９月６日規則第７４号） 

この規則は、平成３０年９月６日から施行し、平成２９年１０月１日から適用する。 

  附 則（平成３１年３月１１日規則第２３号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日規則第７６号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月２５日規則第５０号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月８日規則第３９号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


